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日置市重層的支援体制
整備事業実施計画

【概要版】【概要版】

(



個別ケース会議（支援会議・重層的支援会議）
情報共有、課題抽出、方針検討、役割分担、

社会資源の検討
年6回程度（必要に応じ随時）

実務者会議（重層事業関係課・関係団体参加）
地域課題の抽出、重層事業の内容及び事業計画の協議

部課長会
重層事業の内容・計画の承認、

庁内への周知など

代表者会議（重層的支援体制推進会議）
重層事業の円滑な運営に向けた協議

日置市重層的支援体制整備事業実施計画【概要版】 　“とも”に生き　共に創る　みんなが暮らしやすいまち　ひおき

２ 計画の期間・位置づけ・評価

１ 計画策定の背景・趣旨 ３ 日置市の現状と課題 ４ 計画の基本目標

６ 推進体制

社会福祉法第１０６条の４第２項

事業名（国）事業名（市）

【介護】　地域包括支援センターの運営
【障害】　障害者相談支援事業
【子ども】利用者支援事業
【貧困】　自立相談支援事業

【介護】地域介護予防活動支援事業
【介護】生活支援体制整備事業
【障害】地域活動支援センター事業
【子ども】地域子育て支援拠点事業
【貧困】生活困窮者等のための地域づくり事業

　新　アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

　新　多機関協働事業
＊支援プランの作成と一体的に実施

地域づくり事業

参加支援事業

包括的相談支援事業

多機関協働事業及び支援
プランの策定

アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業

　新　　　参加支援事業

計画名称 計画期間 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

第２次日置市総合計画 H28年度～R７年度

日置市地域福祉推進計画

（第４期日置市地域福祉計画）
R５年度～R９年度

日置市重層的支援体制整備事業

実施計画
R８年度～R９年度

・令和３年４月１日施行の「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する

法律」において、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制

を構築するため、市町村において、属性を問わない相談支援、参加支援及び地域づくり

に向けた支援の３つの支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業が創設されま

した。

・日置市においては、第４期日置市地域福祉計画において、「包括的な支援体制」の構築、支

援を要する人が「必要な支援を受けることができる仕組みづくり」を推進していく方針が

たてられており、令和８年度からの重層的支援体制整備事業の実施に向けた体制構築を

進めてきました。

・「日置市重層的支援体制整備事業実施計画」は、地域共生社会の実現に向けた、日置市

の包括的な支援体制構築のための事業を推進し、第５期日置市地域福祉計画に併せて見

直し、一体的に策定していくこととしています。

・本計画の期間は、令和８年度から令和９年度までの２年間としています。

・地域福祉推進計画の基本理念を共有して、「日置市障がい者計画及び障がい（児）福祉

計画」、「高齢者福祉計画及び介護保険事業計画」、「子ども・子育て支援事業計画」等の関

連計画とも整合性を図ります。

・重層的支援体制整備事業に係る庁内外連携会議（日置市重層的支援体制推進会議）に

おいて、計画策定、事業状況等の検証、評価を実施します。

・関係課・関係団体へのヒアリングや民生委員への調査から「ひきこ

もり、不登校、貧困、地域での孤立、身寄りがない、支援拒否」等の

複数の課題があり、既存の制度・サービスでは対応が難しい事例が

多い。

・人口減少及び少子高齢化の進行が続いており、福祉ニーズを要す

る人の増加に対し、支え手の確保が課題

・自治会加入率の減少、地域活動への参加頻度の低下がみられ、地

域のつながりが希薄となっている。

（1）まるごと受け止め、つなぐ相談支援

相談者の属性・世代・相談内容に関わらず、包括的に相談を受け止め、

利用可能な福祉サービスにつなぐ「まるごと相談窓口」を設置し、関係

機関と連携を図りながら支援を行います。

（2）複雑化・複合化した課題に対応できる仕組みづくり

対象者の地域生活課題について、重層的支援会議や重層的支援体制

推進会議等で協議し、課題解決につながる社会資源の活用や資源開発

につなげます。

（3）ともに支えあい、助け合う仕組みづくり

支援する対象者の地域生活課題を地域の事業者や住民と共有し、地

域主体で課題を解決していく気運の醸成や体制の構築を推進します。

属性・世代・
相談内容に関
わらず、
包括的に相談
を受ける体制、
多様な場づく
りへ

第５期地域福祉計画
と統合

第３次計画

第５期計画

・相談者の複合的課題を解決するため、関係機関のネットワーク構築や、個別ケース支援、地域の社会資源活用等を検討する場について、「重層的支

援会議」を位置付け、関係機関間の一体的な連携を図ります。

・不足している社会資源の開発等については、実務者会議及び代表者会議での協議につないで、日置市の包括的な支援体制の整備に向けた取組を

すすめていきます。

重層的支援会議
支援会議の構成

重層的支援会議
支援会議

構成員（固定メンバー）

地域包括支援センター

こども未来課 子育て支援係　

健康保険課 健康づくり係

事例に応じた関係課
関係機関

福祉課生活支援係

福祉課障害福祉係
障害給付係

障がい者等基幹相談
支援センター

社会福祉協議会

福祉課地域共生推進係（事務局）

参加支援事業・アウトリーチ
継続支援事業委託機関

建設課
教育委員会
子ども支援
センター

介護支援専門員

訪問看護
ステーション

医療機関

その他支援機関 消費生活センター

男女共同参画係

サービス
提供事業所

相談支援専門員

民生・児童委員

自治会長

検討事例により追加参加するメンバー

５ 日置市重層的支援体制整備事業  概要図




